
令和6年1月1日に施行された「共生社会の
実現を推進するための認知症基本法」において、
9月が「認知症月間」 9月21日が「認知症
の日」と制定されました。
認知症は誰でもなる可能性があります。認知
症への理解やご本人・ご家族への支援をすすめ
るために、彦根市においても、彦根城を認知症
啓発のシンボルカラーのオレンジ色にライトアップ
します。
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